
事 務 連 絡  

平成３１年４月１２日  

 

 各都道府県・指定都市教育委員会防災教育主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  

   受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

  各 都 道 府 県 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

 

 

               文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

 

河川水難事故防止に係る国土交通省の取組について  

 

 

 平素より，当省の防災教育の取組について御理解，御協力をいただきありがとうご  

ざいます。 

 このたび国土交通省より「河川水難事故防止の取組実施」について，別添のとおり，

協力依頼がありました。河川利用者が増加する大型連休期間（ゴールデンウイーク）

及び学校等の夏休みにかけて，河川水難事故の多発が懸念されることから，国土交通

省におけるこれらの取組も十分活用し，学校における指導の参考にしていただきます

ようお願いいたします。 

なお，都道府県教育委員会防災教育主管課においては，域内の市区町村教育委員会

及び所管の学校（大学を除く。）に対し，都道府県私立学校主管課においては，所轄

の私立学校等に対し，構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団

体の学校設置会社担当課においては，所轄の学校設置会社の設置する学校に対して，

都道府県認定こども園主管課においては，域内の市区町村認定こども園主管課及び所

轄の認定こども園に対しても周知するようお取り計らい願います。  

 

 

 (本件担当） 

 防災教育係 (本田) 

 電話：03-5253-4111（内線 2670） 

    03-6734-2670（直通） 

 FAX：03-6734-3794 

 e-mail:anzen@mext.go.jp 

 

御中 



honda-syu1
テキスト ボックス
写



honda-syu1
テキスト ボックス
写


